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 午前 10時 00分開議  

○議長（山本  徹）おはようございます。  

ただいまから本日の会議を開きます。  

   

報            告  

○議長（山本  徹）日程に入るに先立ち、報告事項を申し上げます。  

 去る６月 11日、知事から提案されました議案第 98号について、地

方公務員法第５条の規定に基づき、議会から人事委員会の意見を求

めておきましたところ、お配りしたとおり意見の申出がありました

ので御報告いたします。  

 

○議長（山本  徹）これより本日の日程に入ります。  

   

県政一般に対する質問並びに提出案件に対する質疑（会派代表）  

○議長（山本  徹）日程第１、県政一般に対する質問並びに議案第 95

号から議案第 104号まで、報告第３号から報告第 12号まで及び議員

提出議案第７号を議題といたします。  

 これより会派代表による県政一般に対する質問並びに提出案件に

対する質疑を行います。  

 通告がありますので、順次発言を許します。  

 鹿熊正一議員。  

   〔 39番鹿熊正一議員登壇〕  

○ 39番（鹿熊正一）おはようございます。私は、自由民主党富山県議

会議員会を代表して、今定例会に提出された諸案件並びに当面する
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県政の諸問題について質問いたします。  

 最初に、県知事選挙について質問いたします。  

 新田知事は、去る３月 22日、この秋の県知事選挙に出馬すること

を表明されました。再選出馬を決意した理由として、能登半島地震

からの復旧・復興の３年間のロードマップに責任を持って取り組む

ことを一番に挙げられました。  

 知事は、令和２年秋に就任されて以来、公約の八つの重点政策、

八十八の具体策の実現に鋭意取り組まれ、中でも「ワンチームとや

ま」連携推進本部での活発な議論や官民連携の推進、石川・福井両

県との積極的な連携、スタートアップ戦略の推進やＪＲ城端線・氷

見線の再構築に向けたスピーディーな対応など、確かな成果を上げ

てこられました。  

また、知事就任時から、新型コロナウイルス感染症や記録的な大

雪や豪雨、そして能登半島地震など、危機管理事案が立て続けに発

生しましたが、それらに冷静に対応され、リーダーシップを発揮さ

れました。  

また、県議会の多数会派であり、それゆえ県民に対し責任を負う

私たち自民党県議会議員会の要望、提言に対しては、知事は常に真

摯に対応され、予算編成や施策遂行に当たり多くを反映されたと思

います。そのことを率直に評価いたします。  

 さて、私たちは今、人口減少問題、能登半島地震からの復旧・復

興をはじめ自然災害対策、そして教育、特に高校教育改革など重要

な県政課題に直面しており、いずれの課題もこれからが正念場を迎

えます。私たちは、さらに研さんを積み、政策を磨き、引き続き新

田知事と深い議論を交わし、県政を前に進めていきたいと思います。
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知事には、新しい時代を形づくる県政ビジョンを明確に示され、そ

の実現に向けた強い意思を表明されることを期待します。  

自民党県連は、これらを総合的に判断し、地域支部、職域支部の

意向も踏まえ、先般、新田八朗氏を推薦することを決定しました。

そこで、次期４年間の県政ビジョンとその実現に向けた意思につい

て、新田知事の所信をお伺いします。  

 次に、令和６年能登半島地震について４つの観点から質問します。

まず、知事に３問質問します。  

 最初に、復旧・復興の現状と今後の見通しについて伺います。  

 地震発災から今日まで、県、国、地元市をはじめ関係の皆様の復

旧・復興に向けた御尽力に深く敬意を表します。また、液状化被害

に遭われた皆様をはじめ、今もなお生活再建、なりわい再建等の困

難に直面しておられる方々に心よりお見舞い申し上げます。  

 県は、３月に策定した復旧・復興ロードマップの４つの柱に基づ

き、一日も早い復旧・復興を達成すべく、関係方面と連携しながら

取り組まれ、今定例会には必要な補正予算案が上程されているとこ

ろです。  

 そこで、液状化等の被害を受けた住宅の復旧など生活再建の現状

はどうか、公共土木施設や農林水産業施設等の公共インフラの復旧

の現状はどうか、さらには、県内の中小企業・小規模事業者のなり

わい支援をはじめとした地域産業の再生の現状はどうか、今後の見

通しと併せ知事に所見を伺います。  

 次に、復旧・復興に必要な財源の確保と被災者に対する同一災

害・同一支援について伺います。  

 ２月定例会の代表質問で我が会派は、復旧・復興に不可欠な中長
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期にわたる継続的な支援を国に働きかけることと、被災者への生活

再建支援として上乗せされる特例交付金の対象やなりわい再建支援

補助金の上限額を、被災地域によって差を設けないことを強く主張

しました。  

先月末に開催された、政府の能登半島地震復旧・復興支援本部に

おいて、県独自の液状化対策に必要な経費に対し特別交付税による

支援を新たに講じることが示されたことは、これまでの働きかけの

成果であると思います。引き続き、被災者ニーズにきめ細かく対応

するための財源の確保とともに、同一災害・同一支援についても国

に対し粘り強く働きかけていただきたいと思います。  

 そこで、中長期にわたる継続的な取組に必要な財源の確保に対す

る見通し、並びに被害の実情や特性、また今後も見込まれる物価上

昇などを踏まえた柔軟かつ適切な対応について、知事の所見を伺い

ます。  

 次に、被害想定の設定、見直しについて伺います。  

 ２月定例会の際、知事は、政府において令和６年度中に日本海側

の海域活断層における長期評価が公表される予定だけども、県とし

ても国に任せず専門家の意見も聞きながら調査の実施について検討

すると答弁されました。島根県では、独自調査による海域活断層を

設定し幅広い被害想定を行っているとのことであり、本県としても

参考にすべきと思います。  

 本県には魚津断層帯や高岡断層等、陸地から海底に続く海陸断層

が複数存在するとともに、大地震につながるひずみ集中帯が富山湾

の東西に存在することが分かっています。  

 そこで、評価が進んでいない海域活断層や海陸断層等の早急な調
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査分析に、県独自あるいは隣接県と協力して取り組み、新たな知見

を基に人的被害や建物被害などの想定規模を適切に設定あるいは見

直すべきと考えますが、知事の所見を伺います。  

 この項目の最後の質問は、能登半島地震の検証等についてであり

ます。  

 今般の能登半島地震は、県民、民間企業、市町村や県、防災関係

機関等に多くの教訓を残しました。ざっと思いつくだけでも、独り

暮らしの高齢者や障害者や外国人の避難の在り方はどうだったのか、

避難所の開設や運営の在り方はどうだったのか、各団体と結んでい

る防災協定の実効性はどうだったのか、孤立集落が発生した場合の

対応はどうかなど、幾つもあります。それらをしっかり検証し、次

に備えることが極めて大事です。  

 県では、去る５月 28日に能登半島地震に係る第１回の災害対応検

証会議を開催し、 14の検証項目や今後の検討スケジュール等が示さ

れました。各市町村でも検証が行われており、今後、それらとの有

機的なすり合わせが必要かと思います。  

 一方、地震や風水害等で被災した場合の復旧・復興を円滑に進め

るため、国は自治体に事前準備の徹底を求めており、庁内体制の整

備など５項目を対象に全自治体の取組を 2019年から毎年調査してい

ます。 2023年の調査結果を見ると、本県は全国 45位と極めて低く、

災害への危機感の薄さを示す結果であります。  

 そこで、災害対応検証会議での検証成果を市町村や県民と共有し

ながらどう生かしていく方針か、また、各種災害に備えた事前準備

の進捗率の向上を市町村と連携しながらどのように図っていくのか、

武隈危機管理局長に伺います。  
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 次に、人口減少問題への取組について質問します。  

 平成 10年に 112万 6,000人でピークだった本県の人口は、その後減

り続け、本年４月１日現在の推計で 100万人を割り込むこととなり

ました。人口減少は、あらゆる分野の担い手不足をはじめ、経済成

長力の減退や地域社会の機能低下など広範囲に影響を及ぼします。  

 自民党議員会は、昨年、人口減少問題調査会を設置し、短期、中

期、長期の観点から調査検討を進めており、先週、知事に対し、今

後の人口減少対策の推進に向けた提言・要望を行いました。県は、

２月定例会予算特別委員会での私の提案も検討されて、４月に県人

口未来構想本部を設置し、人口減少問題に部局横断で取り組むこと

とされました。  

この本部での議論と実践に期待し、以下６問質問いたします。  

 初めに、新たな人口ビジョンと目指す社会経済システムについて

知事に質問します。  

 知事は、新たに設置した県人口未来構想本部において新たな人口

ビジョンの策定に向け議論し、 11月に骨子を提示するとの方針を示

されました。  

 人口減少は今後も避けられず、その減少速度を緩やかにする取組

はもちろん重要ですが、同時に私は、人口減少下であっても地域社

会の機能が維持され成長し、真の豊かさを実現できる富山県を目指

すべきと考えます。そのため、まさに新しい社会経済システムへの

転換、構築が必要と考えます。  

ただ、新しい社会経済システムの推進により実現を目指そうとす

る「幸せ人口 1000万～ウェルビーイング先進地域、富山～」につい

て、その言葉は浸透しつつありますが、中身はほとんど共有されて
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いない現状かと思います。  

 そこで、新たな人口ビジョンを策定することに併せて、知事が目

指している新しい社会経済システムがどのようなものか、そのビジ

ョンを県民、特に若い世代に対し、共に目指す将来像として示して

いただきたいと考えますが、知事の所見を伺います。  

 次に、中山間地域におけるコミュニティーの維持、再生等につい

て佐藤副知事に伺います。  

 県では、これまで議員提案条例の活用も含めて、農業生産を通じ

た食料の安定供給や国土の保全など多面的機能の一翼を担う中山間

地域の活性化に取り組んできましたが、高齢化や集落内戸数の減少

など人口減少の影響をもろに受け、農業生産活動はもとより、水路

等の保全やお祭りなどの地域行事を担ってきた地域コミュニティー

の維持が困難になるなど、厳しい現実にあります。中山間地域の

様々な役割や機能を見たとき、その衰退をいかに食い止めるか、こ

れは人口減少問題の中でも最重要課題の一つと言えます。  

 さて、佐藤副知事は就任間もなく報道機関のインタビューに答え

て、「人口減少を恐れず好機と捉えていきたい。にぎやかな過疎は

可能であり、富山で持続可能な低密度社会の先進モデルづくりの手

法を探りたい」と意気込みを語っておられました。佐藤さんには、

農林水産省で農村振興政策に携わられた経験を生かし、その手腕に

大いに期待したいと思います。  

 そこで、農業・農村の中で重要な役割を果たしている中山間地域

におけるコミュニティーの維持、再生のための取組について、人口

減少を好機と捉える、その人口減少問題に対する所見と併せて伺い

たいと思います。  
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 次に、観光産業における宿泊施設の現状と課題等について伺いま

す。  

 人口減少下の成長産業として筆頭に挙げられるのが観光産業です。

魅力ある日本を目指してインバウンド需要がますます伸び、それが

地方へと拡散する勢いに本県も乗らなければなりません。  

 本県には、自然や歴史、文化、食など多彩で豊かな観光資源があ

ります。ただ、ホテルや旅館の客室数が少ないことが、その豊かな

観光資源を十分に生かされていない要因だとすれば、残念なことで

あります。  

 厚生労働省の衛生行政報告例によると、令和４年度の本県のホテ

ル、旅館の客室数は１万 6,000室余りと全国 36位であり、それが宿

泊者数の伸び悩み―数字で言えば令和５年度は 375万人余であっ

て全国 37位ということであります―や、あるいは県内を短時間で

通り過ぎる通過型の多さにつながっているのではないかと危惧して

います。  

本県の観光振興戦略プランには、令和８年の観光消費額や延べ宿

泊者数の目標値がありますが、その達成のためには、本県の宿泊施

設の現状を直視すべきと考えます。  

 そこで、本県の宿泊施設の現状と課題を洗い出し対策を打つべき

と考えるがどうか、また、宿泊者数や観光消費額の増加には、富裕

層を含めたリピーターの増加が欠かせませんが、彼らが満足する高

付加価値な旅行を提供するための上質な宿泊施設誘致の現状や今後

の取組はどうか、田中地方創生局長に伺います。  

 待望の黒部宇奈月キャニオンルートのスタートが残念ながら遅れ

ることになりましたが、この間にしっかりと検討、対処していただ
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きたいと思います。  

 次に、中小企業経営者の意識喚起と魅力ある職場づくりへの支援

について伺います。  

 県の子育て支援・少子化対策のメニューとして必ず挙がるのが、

ジェンダーレス雇用や共働き・共育ての推進など、若い世代から選

ばれる就労・職場環境の整備です。これにはまさに企業経営者の意

識が決め手となるわけですが、企業経営者へのアプローチとして、

子育て支援というアプローチよりも、企業価値の向上イコール企業

の成長というアプローチ、すなわち中小企業の振興という観点から

のアプローチのほうが企業経営者に響くのではないかと私は思いま

す。  

私は、中小企業を所管する商工労働部がもっと前面に出て、日常

的に企業経営者とコミュニケーションを取り、意識の醸成と彼らが

真に必要としている支援に注力すべきと考えます。  

 そこで、山室商工労働部長に伺いますが、中小企業振興の観点か

ら企業経営者に対し、人口減少対策のキーパーソンであるという意

識喚起並びに魅力ある職場づくりのための支援に積極的に取り組む

べきと考えるがどうか、また、本県の成長を牽引する製造業が若年

層女性にとって魅力ある職場となるために、何が必要でどのような

支援ができるのか伺います。  

 次に、障害者雇用の推進について伺います。  

 人口減少下、あらゆる分野における人手不足が課題となる中、障

害者は貴重な人材であり、その就労環境を整備していくことが重要

です。  

 昨年６月１日時点の本県の障害者雇用率は 2.32％と、法定雇用率
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の 2.3％を辛うじて達成したものの全国平均に届かず、法定雇用率

未達成企業も４割を超える状況にあり、いわゆる雇用ゼロ企業がそ

の半数以上を占めるなど、本県の障害者雇用は遅れている状況です。  

 本年４月には法定雇用率が 2.5％に引き上げられ、対象企業の範

囲も拡大されました。また、２年後の令和８年にはさらなる引上げ

や範囲の拡大も決まっており、県は障害者雇用の推進に真剣に取り

組むべきと思います。新潟県では、県や経済団体、労働局などがプ

ロジェクトチームを立ち上げ、障害者の就労支援や企業の受入れ促

進に取り組むなど、見習うべき他県の先進例もあります。  

 そこで、法定雇用率の達成や障害者が安定して働くことができる

雇用環境の整備など、障害者雇用の推進にどのように取り組むのか

商工労働部長に伺います。  

 次に、公共施設マネジメントについて伺います。  

 人口が減少していく中、公共施設等の今後の管理や有効活用をど

うしていくのか、いわゆる公共施設マネジメントが極めて重要な課

題です。  

 昨年度の包括外部監査において、急速に進む人口減少社会の中で

全ての公共施設等を更新していくことには限界があり、公共施設等

の再編を本格的に議論する時期に来ているとの指摘がありました。

私は、将来的な利用予測等を踏まえて維持管理や長寿命化を行う施

設を絞り込むなど、適正配置に取り組むべきと考えます。  

 また、今後、県庁周辺の県有地等の有効活用に向けた検討や、県

武道館など大規模施設の整備や警察署の再編に伴う整備、また今般

の能登半島地震を踏まえた老朽化施設の対応等、検討すべき課題が

多くあります。一方、民間でも、県庁周辺エリアの活性化やサッカ
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ー専用スタジアムの建設構想の議論が進んでいます。  

 そこで、人口が 100万人を割り込む中、今後、公共施設等の管理

や有効活用にどのように取り組むのか、民間の動きに対する受け止

めや民間との連携に対する考えと併せて南里経営管理部長に伺いま

す。  

 次に、地域経済の活性化について５点伺います。  

まず、知事に３問伺います。  

 最初は、北陸新幹線の敦賀以西への延伸についてであります。  

 去る３月に北陸新幹線金沢―敦賀間が開業し、ビジネスや観光面

で北陸地域が大きく飛躍するチャンスを迎えています。ただ、北陸

新幹線の整備効果は大阪まで整備してこそ最大限発揮され、また大

規模災害時における東海道新幹線の代替補完機能を発揮するために

も、早期全線整備が必要です。  

 こうした中、先月 22日に東京において沿線府県の自治体関係者な

どが集い、北陸新幹線建設促進大会が開催され、小浜―京都ルート

を前提にして敦賀―新大阪間の一日も早い認可、着工に向け、環境

アセスメントを丁寧かつ迅速に進めることや北陸新幹線事業推進調

査により施工上の課題を早期に解決すること、着工５条件を早期に

解決することなどが決議されました。  

 私は、これらの課題を年内に解決し、着工予算を確保し、何とし

ても来年度中には着工する、そんな強い思いを持って、結束して政

府や与党に当たるべきと思います。  

そこで、敦賀以西について、早期全線整備に向け今後どのように

取り組んでいくのか、知事の所見を伺います。  

 次に、遼寧省訪問の成果と今後の交流について伺います。  
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 本県と遼寧省の友好県省締結 40周年を記念し、先月、知事を団長

とする友好訪問団が中国を訪問され、遼寧省との交流を強化する各

種覚書を締結するなど、両県省の友好交流の一層の促進を図られま

した。今回の訪問には、県議会からも、山本議長をはじめ、宮本日

中友好地方議員連盟会長や同連盟のメンバーらが同行し、遼寧省人

民代表大会との友好交流協力に関する協定を更新するなど、議会と

しても両県省のさらなる交流を後押ししていくことを相互に確認し

ました。  

コロナ禍で一時中断していた両県省の各般にわたる交流が、今回

の訪問を機に再び活発になることが期待され、両県省の友好の新た

なかけ橋としての役割を果たされた関係者の皆様に深く敬意を表し

ます。  

そこで、今回の訪中の成果をどう評価し遼寧省との今後の交流を

本県の発展にどう役立てていくのか、知事の所見を伺います。  

 次に、伝統工芸産業への支援について伺います。  

 本県には、高岡銅器や井波彫刻など国指定の伝統的工芸品や、越

中瀬戸焼や高岡鉄器をはじめとした県指定の伝統工芸品があります

が、こうした貴重な伝統工芸文化を未来に継承発展させ次世代へつ

ないでいくためには、県内の伝統工芸産業に対する積極的な支援が

必要と考えます。その点で、県が、今年度の組織機構の見直しの一

つとして、商工労働部に地域産業振興室を設置し、同室に伝統産業

支援課を設けられたことに期待するものであります。  

 そこで、県内の伝統工芸産業における新商品開発や販路開拓等を

どのように支援するのか、また、増加する訪日外国人をターゲット

とした本県の伝統工芸品に触れる仕掛けづくり等も必要と考えます
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が、一昨年３月にＫＯＧＥＩミライ会議が策定した伝統工芸文化継

承・産業振興プログラムの取組状況と併せて、知事の所見を伺いま

す。  

 次に、スマート農業の普及と農業ＤＸの推進について伺います。  

 農業従事者の高齢化が急速に進む中、近い将来、農業従事者が急

減すると言われており、農業生産力を維持するためには労働生産性

をいかに向上させるかが課題であります。  

 県では、令和４年３月に富山県スマート農業推進方針を策定し、

スマート農業技術の研究、実証や、その技術を駆使できる担い手の

育成確保等に取り組んでいますが、農業を取り巻く情勢を見れば、

スマート農業の普及を加速化することが必要不可欠と考えます。さ

らには、もう一歩進めて、デジタル技術を農業の生産現場だけでは

なく、農産物の流通や小売、輸出や農業行政など、あらゆる分野に

活用するなど、新たな農業への変革、いわゆる農業ＤＸの実現を推

進すべきと考えます。  

 そこで、本県におけるスマート農業の普及の現状及び普及加速化

に向けた取組方針、並びに農業ＤＸの推進に対する見解を津田農林

水産部長に伺います。  

 次に、企業局の今後の経営方針について伺います。  

 企業局では、企業局経営戦略に基づき、健全経営の確保や県民福

祉の向上等に取り組まれているものと認識しています。  

 現在、電気事業においては、発電能力の維持拡大や温室効果ガス

の排出削減につながる発電所リプレースに取り組み、また、水道や

工業用水道事業においては、ＤＸ等の推進による維持管理の効率化

に取り組むなど、中長期的な取組をされています。  
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 一方で、昨年７月の豪雨での水道用水供給への支障や能登半島地

震での設備被害のほか、今後も続く人口減少やライフスタイルの変

化は、企業局が提供するサービスに対する需要等にも大きく影響す

ると考えます。企業局には、今後とも県民生活や産業を支えるライ

フラインとしての役割が期待されますが、環境が変化していく中で

将来の経営のかじ取りをどのように行うのか牧野企業局長に伺いま

す。  

 次に、安全・安心な暮らしの実現に向けて６点質問します。  

 初めに、県土強靱化の推進について知事に伺います。  

 平成 25年の国土強靱化基本法施行以降、国土強靱化の取組が着実

に進められ、現在は、令和７年度までを対象とする防災・減災、国

土強靱化のための５か年加速化対策に基づき対策が講じられていま

す。加速化対策は、これまで閣議決定に基づき行われてきましたが、

昨年６月の法改正で次期計画となる実施中期計画からは法定化され

ることになり、国土強靱化の継続的、安定的な推進が期待されます。  

一方で、現在の５か年加速化対策は、国費ベースで総額７兆円台

半ばの規模で行われていますけれども、今年度まででそのほとんど

が予算措置され、最終年度となる令和７年度に必要な予算の不足が

懸念されます。  

 そこで、自然災害による甚大な被害が頻発する中、切れ目のない

県土強靱化を推進するため、国に対し必要な予算の確保や実施中期

計画の前倒し策定を求めるとともに、県内での対策が計画に着実に

盛り込まれるよう強力に働きかけていくべきと考えますが、知事の

所見を伺います。  

 次に、諸物価の高騰等による公共工事への影響と昨年夏の豪雨災
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害からの復旧について伺います。  

 物価高騰等に伴う建設資材価格の高止まりや人件費の上昇、さら

には時間外労働の上限規制の建設業種への適用等が、公共工事の進

捗にどのような影響を及ぼしているのか大変危惧いたします。また、

昨年夏の記録的な豪雨は広範囲にわたって甚大な被害をもたらしま

したが、間もなく１年が経過する中で、これから本格的な出水期を

迎えるに当たって被災した公共インフラ等の復旧状況はどうか、と

ても気になります。  

 そこで、諸物価の高騰や人件費の上昇、時間外労働の上限規制が

公共工事の進捗にどのような影響を与えどう対応しているのか、ま

た、昨年夏の豪雨災害により被災した公共インフラ等の復旧状況は

どうか、金谷土木部長に伺います。  

 次に、歯科口腔保健対策の推進について知事に伺います。  

 富山県歯と口腔の健康づくり推進条例が議員提案条例として制定、

施行されてから 10年余りが経過しました。この間、生涯を通じて歯

と口腔の健康を維持することが健康寿命の延伸にとって欠かせない

ものとの認識が広がる一方で、新たなニーズも生じてきました。そ

こで、今般、全会派の賛同を得て本条例の一部を改正することとし、

議員提出議案として上程されています。  

 改正案では、歯科医師等の役割として児童虐待の早期発見に努め

るとともに、社会福祉関係者と歯科医師等が連携して障害者や高齢

者の歯と口腔の健康づくりに取り組む体制の強化やオーラルフレイ

ル対策の充実などを新たに盛り込むものであり、県や歯科医師会を

はじめ関係機関がより一層連携協力し、県民一体となって歯と口腔

の健康づくりに取り組む必要があると考えます。  
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 そこで、今回の条例改正案の内容を踏まえ、県民の健康の保持増

進及び健康寿命の延伸を目指して歯科口腔保健対策の一層の推進に

どう取り組んでいくのか、知事の所見を伺います。  

 次に、介護人材の確保について質問します。  

 高齢化の進展とともに、本県の要介護・要支援認定者も年々増加

しています。一方、令和４年度介護労働実態調査によると、人材が

不足する介護施設の割合が本県は 78.9％と全国で２番目に高く、人

材不足により入所制限している施設もあると聞きます。  

 県では、介護施設と外国人人材のマッチング支援をはじめ、介護

ロボットやＩＣＴ機器の導入を支援し現場の負担軽減を図るなど、

人材確保に向けた様々な取組を進めていますし、また、獲得した人

材の定着に向けた支援も行われております。  

 そこで、人材不足により入所制限している介護施設の実態をどう

認識しているのか、また、介護人材の確保や定着に今後どう取り組

んでいくのか、介護現場を支援するとやま介護テクノロジー普及・

推進センターの運営状況と併せて、有賀厚生部長に伺います。  

 次に、ツキノワグマ対策について質問します。  

 ツキノワグマについては、昨年、全国で統計開始以来、最多の人

身被害が発生する中、本県でも、特に 10月と 11月に前年同月の 15倍

を超える計 433件もの目撃・痕跡件数があり、人身被害も相次ぎま

した。今年も、１月から４月まで 20件と昨年を上回る出没が確認さ

れ、先月 27日には砺波市の散居村で７時間にわたって屋敷林に居座

る事案もありました。また、今月に入っても各地区で目撃情報が出

ています。このように、今年もツキノワグマ対策が重要課題となっ

ています。  
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 環境省は、この４月にツキノワグマとヒグマを指定管理鳥獣に指

定し管理を強化するとともに、自治体が行う捕獲等の対策に一定の

支援を行うこととされました。県では、今年度、ツキノワグマ管理

計画の改定に向けた生息状況調査等に新たに取り組まれていますが、

このたびの指定管理鳥獣の指定に伴って活用が可能となる国からの

交付金を踏まえ、ツキノワグマによる人身被害の防止にどのように

取り組むのか、管理計画の改定方針と併せて竹内生活環境文化部長

に伺います。  

 さて、先月 25日、警察本部の敷地内の倉庫に侵入し廃棄予定の手

錠や拳銃入れを盗むなど、建造物侵入と窃盗の疑いで現職の警部補

を逮捕するという事案が発生しました。盗んだものをフリマアプリ

で販売し、また同様の行為に 10年近く及んでいたとの報道もあり、

言語道断であります。県警察は、事件の全容解明はもとより、原因

究明と管理体制の徹底など再発防止、並びに警察官としての規律意

識、職務倫理の徹底に全力で取り組んでいただきたいと思います。  

 それでは、高岡、砺波エリアの新たな警察署の整備について質問

します。  

 社会情勢の変化が激しい中にあって、県警察には、あらゆる事態

に対応すべく柔軟で強靱な組織体制の整備、構築が求められます。

こうした県警察の機能強化の重要な柱である警察署の再編統合につ

いて、高岡エリアと砺波エリアの新庁舎の建設場所が決まっており、

その整備方針については、民間活力導入可能性調査の結果、従来方

式により整備することにしたと承知しています。  

 そこで、再編の趣旨である県警察の機能強化を実現するためにも、

また、今回の能登半島地震を踏まえた災害対応能力の点からも、そ
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の早期完成が望まれるところですが、両警察署の竣工までの整備ス

ケジュールについて石井警察本部長に伺います。  

 最後の質問は高校教育についてであります。２点伺います。  

 初めに、高校教育改革について知事に質問します。  

 本題に入る前に一言申し上げたいのは、人口減少社会で生ずる

様々な課題への取組は確かに厳しいものがありますが、私は、知事

の「撤退戦」という表現にはいささか違和感を覚えます。人口減少

を乗り越え新しい社会経済システムをつくるために、知事には先頭

に立って前へ進んでいただきたいと思います。  

 教育についても同じです。私は、人口減少社会は一人一人の希少

価値が高まる社会であって、そういう意味では、人口減少対策とし

て教育がより重要になってきます。私は、高校教育改革は、新たな

高校教育の創造という希望と意気込みを持って臨むべきと思います。  

 そのような思いを持って自民党議員会は、富山県教育の未来を考

えるプロジェクトチームが中心となり、５月から「県立高校再編を

みんなで考えよう」というタウンミーティングを開催し、今晩が最

後の６回目であります。  

これまでの５回を振り返ると、参加いただいた地域の皆さんと高

校再編にまつわる問題意識を深めることができたと思います。参加

者からは、地元から高校がなくなると地域への愛着が失われるとか、

公共交通の維持を懸念する声がある一方で、未来のための再編統合

というポジティブな雰囲気の醸成や、子供たちが魅力を感じ行きた

くなるような新たな学科・コースの開設、県外や海外とのリモート

授業の開講など、多くの貴重な意見、アイデアを頂きました。私た

ちはこれらの意見、アイデアを今後の議論に生かしていきたいと思



 －１９－ 

います。  

 一方、県においても、私たち会派の主張を受け止めて、高校教育

に関する地域の声を聞くため、教育関係者や保護者、経済界の代表

が参加するワークショップを始めておられます。住民向けの意見交

換会を含めて年度内に計 20回開催すると伺っています。私は、ワー

クショップ等で出た意見をどのように反映していくのか、そこを注

目していきたいと思います。  

 そこで、これまで開催したワークショップではどのような意見が

あったか、そして、ワークショップや意見交換会での意見を総合教

育会議の議論にどのように反映し、いつを目途にして、学科・コー

スや様々なタイプの学校・学科や高校再編に関する基本方針を打ち

出すのか、知事の所見を伺います。  

 最後に、ＤＸハイスクールへの期待と高校教育におけるデジタル

人材の育成について伺います。  

 日本全体、とりわけ地方におけるデジタル人材の不足は深刻な状

況であり、高校段階からのデジタル人材の育成に向けた取組は大変

重要であります。４月に発表された県立高校教育振興の基本的な方

針でも、デジタル人材の育成方針が強く打ち出されています。  

 そのような中、４月に県内 13の県立・私立高校を含む全国の約

1,000校が、ＩＣＴを活用した文理横断的・探究的な学びの強化校

として、文科省のＤＸハイスクールに指定、採択されました。私は

各校の取組に期待し、注目していきたいと思います。  

 そこで、ＤＸハイスクールに指定、採択されたことにより、どの

ような支援が受けられるのか、また、採択校での学びをどのように

他の高校に横展開しながら本県高校教育におけるデジタル人材の育
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成を図っていくのか、廣島教育長の所見を伺います。  

 以上をもちまして、会派を代表しての私の質問を終わります。  

 ありがとうございました。  

○議長（山本  徹）新田知事。  

   〔新田八朗知事登壇〕  

○知事（新田八朗）自由民主党富山県議会議員会を代表されての鹿熊

正一議員の御質問にお答えをします。  

 まず、今後の県政ビジョンについての御質問にお答えします。  

 御質問の冒頭に、私のこれまでの３年７か月に及ぶ取組を高く御

評価いただき、また大変に力強い励ましの言葉を頂きましたことに

は心から感謝を申し上げます。  

 知事就任直後から新型コロナ、大雪、高病原性鳥インフルエンザ、

また物価高騰、そして豪雨災害、そして本年元日発生の能登半島地

震と、様々な対応をしてまいりました。その都度、市町村としっか

りと連携をし、県民の皆様の暮らしと命を守るということを最優先

として、スピード感を大切に現場主義で対応してきたつもりでござ

います。これまで県選出の国会議員の皆様、県議会の皆様をはじめ、

県民あるいは民間企業の皆様の御理解と御協力を頂いてきましたこ

とに、心から感謝を申し上げたいと存じます。  

 若干気が早いような思いもいたしますが、次の４年間のビジョン

という御質問を頂きましたので、次の選挙で仮に県民の皆様の負託

を受けた際にはという仮定に基づいて申し上げますが、震災からの

復旧・復興に最優先で取り組むとともに、本県発展の礎となります

人づくりをさらに進める。そして、その人たちが躍動するような新

しい富山県をつくるために、新しい社会経済システムをより深めて
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いく。そのことにより「幸せ人口 1000万～ウェルビーイング先進地

域、富山～」の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えておりま

す。  

今後も、県民の皆様とワンチームとなって、こどもまんなか社会、

そして県民が主役の富山県を目指し、若者からお年寄りまで希望に

満ちた笑顔にあふれる富山県、ワクワクすることがたくさんある富

山県、チャンスがあり夢をかなえることができる富山県、これの実

現に全力で取り組んでまいりたいと決意を新たにしているところで

す。  

議員各位の御指導と御協力、並びに県民の皆様の一層の御理解と

御支援を心からお願い申し上げます。  

 次に、能登半島地震からの復旧・復興の現状と今後の見通しにつ

いての御質問にお答えします。  

 県では、去る３月に策定した復旧・復興ロードマップに基づいて、

被災市町村などと連携しながら、早期の復旧・復興に向け着実に取

り組んでいます。  

 被災者の生活再建についてですが、特に、通常の補修に加えて宅

地の地盤改良や傾斜対策が必要で被災者の皆様の個人負担がより大

きくなる液状化対策が、大きな課題と考えております。  

このため県では、独自の生活再建支援に加えまして、国の支援制

度の拡充を重ねて要望してきたところです。現在、被災各市ではボ

ーリング調査を含む変動予測調査に着手されておりまして、今後、

具体的な工法、工期などの検討が進められる見通しです。市町村と

連携しながら、拡充された国の支援制度を活用して液状化対策が進

むよう取り組んでまいります。  
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 また、公共インフラなどについてですが、特に被害の大きかった

氷見市の農業用水路については、水稲の作付前に応急復旧が完了す

るなど着実に復旧が進んでおります。市町村などへの支援を含め、

円滑な災害査定と速やかな復旧工事に努めてまいります。  

 さらに、地域の産業についてですが、中小企業などの施設設備の

復旧を支援するなりわい再建支援補助金に多くの御相談また申請を

頂くなど、再建の取組が進みつつある一方で、対策の検討に時間を

要する事業者もおられます。国に対しては支援の継続拡充を求める

とともに、事業者の個別の事情に寄り添った支援に努めてまいりま

す。  

 引き続き、ロードマップに基づいて被災者や事業者のニーズ、市

町村の御意見などを丁寧に伺いながら、一日も早い生活再建やイン

フラ復旧、産業の復興に取り組んでまいります。  

 次は、復旧・復興に必要な財源の確保や被害の実情に応じた対応

についての御質問にお答えします。  

 今回の地震による被害は甚大であり、かつ広範囲にわたっており

ます。これまで、岸田総理をはじめ政府・与党に対し、被災地域に

よって差がない公平な支援がなされるよう、復旧・復興に向けた継

続的な財政措置を講じていただくよう強く求めてまいりました。  

その結果、支援パッケージに本県の要望が多く盛り込まれたこと

に加えまして、住宅の耐震改修の対象の拡充や港湾施設への支援拡

充など国制度の要件緩和も実現しました。また、先月の 31日には国

の復旧・復興支援本部において、液状化対策に係る地方単独事業に

対し措置率８割の特別交付税による財政支援が決定されました。  

岸田総理からは、政府としても状況の変化も踏まえつつ、中長期
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的にしっかり支えるというお言葉がありまして、石川県の復興基金

同様、複数年度にわたり継続的に支援いただけるものと認識をして

おります。  

県としては、今回の措置を速やかに活用し、液状化被害による宅

地の復旧を支援するため、被災市の各市長とも協議し、さらなる支

援策を今議会中に提案できるように検討を進めているところです。  

 こうした国の財政措置に加えて、県でも独自に、被災者生活再建

支援の半壊世帯への拡充や、北陸応援割に先行してクーポンの配布

をいたしました。また、今回提案している自宅再建利子助成では、

市町村と調整し、石川県では対象となっていませんが、一部損壊ま

で本県では対象を拡充するなど、本県の被災状況に応じた柔軟な対

応に努めているところです。  

 引き続き、被災者に寄り添いつつ、スピード感を持って、一日も

早い復旧・復興に全力で取り組んでまいります。また、国に対して、

物価上昇なども含めて本県の実情を踏まえた制度の柔軟な運用や継

続的な取組に必要な財源の確保、配分なども働きかけてまいります。  

 次に、被害想定調査の実施についての御質問にお答えします。  

 大規模な災害を予測して被害を想定し、科学的根拠に基づいて県

民に災害への事前の備えを呼びかけるなど、適切な防災対策を推進

することは、被害を最小化する上で最も大切なことと考えておりま

す。  

 県ではこれまでも、跡津川断層、呉羽山断層帯、法林寺断層、砺

波平野断層帯西部、本県に隣接する森本・富樫断層帯及び邑知潟断

層帯を震源とする地震について、被害想定調査を行っております。  

 しかし、今般の能登半島地震では、これまで評価の進んでいない
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海陸断層が震源となり大規模な地震を発生させたことから、専門家

による地震・津波調査検討ワーキンググループを設置し、海域活断

層や海陸断層に加え複数の断層が同時に活動する連動型地震なども

含めて、調査対象の断層や被害想定項目について現在検討をいただ

いているところです。  

 また、石川県さんでは、昨年度より被害想定調査に着手しておら

れますが、今般の能登半島地震を受けて、対象の断層や宅地の液状

化、海岸施設などの被災状況の想定の追加など調査方針を見直され

た上で、本年度末までに調査結果を取りまとめる予定と聞いており

ます。  

 被害想定は防災に係る各種計画の基礎となるものでありまして、

より正確で幅広い調査を迅速に実施することが必要と考えています。

県としては、石川県や、また議員からお話がありました島根県など

の取組を大いに参考にさせていただきながら、できるだけ早期に調

査を実施し、被害想定を見直して適切な防災対策を推進していきた

いと考えます。  

 次に、人口減少問題への取組についての御質問にお答えをします。  

 県では、人口減少やそこから生ずる課題に真正面から取り組むた

めに、２月議会での鹿熊議員からの御提案を踏まえまして、４月に

人口未来構想本部を設置しました。今後、本県の人口ビジョンの見

直しを行うとともに、人口減少を抑制する対策や人口減少下におい

ても社会を維持していくための対策を、部局横断で検討することと

しています。  

 人口減少下であっても地域社会の機能が維持され、成長し、真の

豊かさを実現していくためには、大きく変革する社会構造に対応し
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た新たな社会の仕組みを構築していくことが必要と考えています。

このため、成長戦略では、「幸せ人口 1000万～ウェルビーイング先

進地域、富山～」を戦略のビジョンとして掲げ、その実現に向けて

６つの戦略の柱の取組を進めて、本県発展の基礎となる人づくりと

併せて、新しい社会経済システムの構築に果敢に取り組んでいます。  

 例えば、幾つか例を申し上げますが、多様化、複雑化する社会の

ニーズに的確に対応するため、富山県成長戦略カンファレンスの開

催や官民連携規制緩和推進デスクの設置など、行政と民間事業者、

県民の皆様とが連携したプロジェクトをつくり出す仕組みを進めて

います。また、本県独自のウェルビーイング指標を政策形成に組み

込み、県民お一人お一人の主観的な満足度を高める取組は、新しい

モデルとして全国的に高い評価を頂いております。  

 起業マインドの醸成や突き抜けた起業家への集中支援などにより

起業家の育成を進めるスタートアップエコシステムの構築も、これ

までになかった新しい社会経済システムと考えております。  

 さらに、人口減少社会においても本県の産業が発展し県民が豊か

さを実感できるよう、富山県デジタルによる変革推進条例を制定し、

社会全体でＤＸに取り組むことを目指しています。  

 人口減少社会を乗り越え、幅広い分野において新しい社会経済シ

ステムを構築していくには、中長期的ビジョンに立って戦略、施策

を常にアップデート、時点修正していくことが不可欠であると考え

ます。そのため、成長戦略会議においても、人口が減少しても県民

の皆様が豊かな暮らしができる社会の実現を目指して、関係人口を

切り口として議論をさらに深めているところです。  

 今後、人口未来構想本部と成長戦略会議でキャッチボールをしな
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がら新しい社会経済システムの構築を進めていきたいと考えていま

す。また、県議会はじめ市町村、関係の皆様の御意見もお聞きし、

県民に目指す将来像をお示しできるように進めてまいります。  

 先ほど述べました成長戦略ビジョン「幸せ人口 1000万～ウェルビ

ーイング先進地域、富山～」ですが、例えば、民間企業の青汁で有

名なキューサイさんの調査、約 5,000人ほどのサンプルと聞いてお

りますが、これではウェルビーイングの認知率は 47都道府県の中で

も富山県が１位という調査結果を発表されています。また、ウェル

ビーイングに共感する共感度、これも全国で富山県が１位というこ

とで発表されております。  

言葉の浸透と含めて中身の浸透も、徐々にですが進んでいるので

はないかというふうに考えておりますし、また、政府や自民党で発

表される様々な文書においても、このウェルビーイングを政策目標

にするということが次々に発表されております。このようなことか

ら、ウェルビーイングを高めていくという本県の政策ビジョンは、

ある程度、国全体の方向性とも合致するものだというふうに自負を

しているところでございます。  

 次に、北陸新幹線の全線整備についての御質問にお答えをします。  

 北陸新幹線は３月に金沢―敦賀間が開業しましたが、新幹線の整

備効果は、やはり終着の大阪まで全線開通してこそ最大限発揮でき

るということであります。早期に全線整備を実現することが重要だ

と考えます。  

 現在、国では、小浜―京都ルートの着工に向けて、詳細ルートな

どの公表に向けた環境影響評価や、施工上の課題の解決のための北

陸新幹線事業推進調査が進められています。  
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 このため、先月 22日に開催された北陸新幹線建設促進大会では、

環境影響評価の丁寧かつ迅速な実施や財源確保をはじめとする着工

５条件の早期解決を求める決議を、全会一致で採択いたしました。

その後、北陸新幹線建設促進同盟会、沿線府県議会協議会、北陸経

済連合会、関西経済連合会及び関西広域連合の５団体合同で、政

府・与党に対して一日も早い大阪までの全線開業を強く要請してま

いりました。  

敦賀以西の延伸に向けては、同盟会会長の杉本福井県知事を先頭

に福井、関西から引っ張ってもらう、そして富山県、石川県が後ろ

から押していく、そういったしつらえが必要だと考えております。  

 県としては、今後とも沿線の自治体や経済界はもちろん、特に関

西の経済界との連携をさらに進めまして、国会議員の先生や県議会

議員の皆様のお力添えも頂きながら、政府などに対し強力に働きか

けてまいります。  

 次に、遼寧省訪問の成果と今後の交流についての御質問にお答え

をします。  

 今回の訪問では、山本議長をはじめ県議会や経済界からも参加を

頂きました。４月に来県された郝鵬中国共産党遼寧省委員会書記や

李楽成遼寧省省長から盛大な歓待を受けるなど、 40年の交流の積み

重ねを深く実感してまいりました。  

 遼寧省政府と結んだ覚書では、経済貿易協力の強化、これまでの

実績がある環境分野の深化とともに、氷雪観光、冬季期間の観光な

ど新たな分野を開拓すること、文化・青少年交流を通じた人的往来

の推進などについて確認をいたしました。  

 また、今回の訪問では、県と省だけではなく、県議会と省人民代
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表大会、あるいは新世紀産業機構と中国国際貿易促進委員会遼寧省

分会、また遼寧ファン倶楽部と富山ファン倶楽部など、県と省だけ

ではなく官民の幅広い分野の団体でも覚書を交わしたことが、大き

な成果と考えております。  

 また、大連の市長さんから黒部市との友好提携に向けた交流も提

案されました。富山―大連便についても中国南方航空へ要請を行い、

６月 26日から週２便で運航再開の運びとなるなど、大変実りのある

訪問になったと考えております。  

さらに、本年度には、９月と 11月に本県と遼寧省の大学生が相互

に訪問し合うことや、大連便の再開を受けて、観光客誘致や北陸新

幹線沿線地域での運航再開の周知、ＰＲを行うなど、人的往来の活

性化を図ることも予定しております。  

 人口 4,200万人に上る遼寧省との交流は、県民の国際理解の養成

や国際社会における地域アイデンティティーの確立に加えまして、

同省に進出または取引を行う本県企業の活動の円滑化や観光客誘致

など、本県の産業、経済の振興に資するものと考えています。今回

の訪問を機に、さらに本県が発展するように取り組んでまいります。  

 次に、伝統工芸産業についての御質問にお答えします。  

 伝統工芸産業は本県の誇りであると考えております。そして、そ

の継承と振興は大変重要であるとも考えております。  

このため県では、４月から地域産業振興室内に伝統産業支援課を

新設し、支援体制を大幅に強化いたしました。具体的には、産地ご

とに担当者を配置するとともに、新たに、各産地をきめ細やかに訪

問して課題やニーズを直接伺う伝統工芸産地支援員を配置するなど、

産地に寄り添ったきめ細やかな支援体制を整えております。  
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あわせて、令和３年度末に策定した伝統工芸文化継承・産業振興

プログラムに基づき、令和４年度からの３か年計画により、人材育

成、新商品開発、販路開拓の３本柱で各種支援を進めています。

「職人」ということの魅力の発信、あるいは後継者の育成、そして

新商品の企画から商品化までの伴走支援、首都圏や海外での展示会

参加の取組など、あらゆる側面から産業の活性化を後押ししてまい

ります。  

さらに今年度から、「寿司といえば、富山」と連動して、県内の

すし店のテーブルウエアやインテリアなどに伝統工芸品活用を推進

し、国内外への魅力発信にも取り組むことにしています。  

 産地の実態に寄り添いながら、観光や食など他産業とも連携し、

新たな付加価値創出に努めていきたいと考えます。産地組合や市町

村とも密に連携し、本県伝統工芸産業の継承とさらなる発展に取り

組んでまいります。  

 次に、安全・安心な暮らしの実現についての御質問にお答えしま

す。  

 防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策は、事業規模

がおおむね 15兆円、国費ベースでは７兆円台半ばとして令和２年 12

月に閣議決定され、実質４年目となる令和５年度補正予算までの合

計で、既に全体の８割を超える国費約 6.2兆円が計上されています。  

 こうした中、国においては、昨年６月に成立した改正国土強靱化

基本法において国土強靱化実施中期計画を法定計画として策定し、

国土強靱化を継続的に進めることになりました。  

 一方、昨年の豪雨や元日の能登半島地震の被害を目の当たりにし

て、改めて、河川改修や土砂災害対策、橋梁などのインフラ老朽化
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対策、幹線道路の整備や港湾の機能強化など、県土強靱化の取組を

強力に推進していく必要があると認識をしております。  

 このため、この実施中期計画が早期に策定され、本県の取組が確

実に盛り込まれることが重要であり、５月には、日本海沿岸地帯振

興連盟、いわゆる日沿連の会長としての要望や、また北陸地方整備

局長との意見交換会などで、このことを強くお願いしたほか、６月

の国への重要要望にも盛り込んでおります。  

 引き続き、国会や県議会の先生方のお力添えを頂きながら、全国

知事会とも連携して県土強靱化のためのさらなる予算確保に努め、

災害に強い安全・安心な県土実現に向けて取り組んでまいりたいと

考えます。  

 次に、歯科口腔保健対策についての御質問にお答えします。  

 富山県では、富山県歯と口腔の健康づくり推進条例に基づき、県

民歯と口の健康プランを策定し、総合的な歯科口腔保健対策に取り

組んでまいりました。  

 令和４年度に行ったプランの最終評価では、子供の虫歯は減少し、

80歳で 20本以上の歯を有する 8020達成者が増加するなどの成果が見

られています。一方で、成人期以降の歯周病有病率の増加、高齢者

におけるそしゃく良好者の減少などの課題も浮き彫りになっており

ます。  

 また、歯科と関係機関との連携については、未治療の虫歯が多数

放置されている子供など、歯科健診が児童虐待発見の契機となって

いること、また、高齢者施設に対する訪問歯科診療の実施や職員へ

の口腔ケアの実践方法の指導が入所者の食べる力の回復と生活の活

力向上につながっていることなど、効果的な取組が展開されている
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と考えています。今後、歯科専門職、医療専門職、教育及び社会福

祉関係者などが相互に連携した歯と口腔の健康づくりをさらに推進

したいと考えています。  

 県としては、本年３月に策定した第２次県民歯と口の健康プラン

において、フッ化物洗口導入支援などによる子供の歯と口腔に関す

る健康格差の縮小や、介護予防の活動とも一体となったオーラルフ

レイル予防対策など、様々なライフステージにおける切れ目のない

施策に取り組むこととしておりまして、条例改正案の内容も踏まえ、

県歯科医師会や市町村、社会福祉関係者とも連携して、県民の健康

寿命の延伸に向けた生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを一層推進

してまいります。  

 私からは最後になりますが、高校教育についての御質問にお答え

します。  

 ２月議会での鹿熊議員の御提案を踏まえまして、地域の様々な声

をお聞きするため、どなたでも参加できる４学区ごとの意見交換会

に加えて、市町村教育長、経済界・保護者の代表、また中堅の教員

などの学校関係者で、論点を整理しながら議論を深めるため、地域

の教育を考えるワークショップを学区ごとに３回開催することにし

ております。  

 １回目のワークショップが１ラウンドしましたが、各高校の特色

が分かりにくいこと、県外高校への進学が増加していることなどの

課題の指摘のほか、魅力づくりに向けて、「多様な学科を設け入学

後に選択できるとよい」、「学習や部活動、職業教育に特化した学校

があるとよい」、「中学生が高校の授業を見学するなど中高連携が進

めばよい」、「高校の特色づくりには地域や企業と連携した取組が必
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要」などの意見を頂きました。  

また、再編に関し、「魅力ある高校づくりが先で、その結果とし

て再編を考える必要がある」、「既存の学校を念頭に置かずゼロベー

スで在り方を検討すべき」などの意見も出され、今後の中学校卒業

予定者数の大幅減を見据え、こどもまんなかの視点で熱心に議論を

いただいています。この結果は整理して今後の意見交換会でお示し

することにしています。  

 そして、総合教育会議では、ワークショップや意見交換会におけ

る意見や県議会での議論を踏まえて、県立高校の目指す姿や再編に

ついて検討を進めることとしており、今後の議論の進捗によるため

時期は今は明言はできませんけども、今年度末頃の取りまとめを目

安に丁寧に議論を重ねていきたいと考えております。  

 自民党富山県議員会におかれましても、タウンミーティングが本

日で１ラウンドされるというふうにお聞きをしております。また、

教育委員会でのワークショップも、今後、７月上旬、またさらに年

内に２回目、３回目のラウンドを開催し、またこの間には意見交換

会も順次実施をしてまいります。  

 本当にこのようなことで多くの県民の皆様に、教育について、ま

た高校教育の在り方について、あるべき教育についてなどなど、そ

ういう年齢のお子さんを持たれる方以外にとってはあまり自分ごと

ではなかった方も多いのではないかと思いますが、このような多く

の機会を提供することによって多くの県民の皆様が自分ごととして

捉え始めておられるということ、これは大きな成果であるというふ

うに考えております。引き続きしっかりと取り組んでまいります。  

○議長（山本  徹）佐藤副知事。  
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   〔佐藤一絵副知事登壇〕  

○副知事（佐藤一絵）鹿熊議員より中山間地域のコミュニティーにつ

いての御質問、また人口減少問題に関する所見と併せて御質問頂き

ましたので、お答えをしたいと思います。  

 議員に御紹介をいただきましたとおり、私、直近の３年間は農林

水産省において農村振興施策の担当をしておりました。その中でも

特に中心課題は、やはり中山間地域をどう活性化していくかという

ことでございました。  

 全国の中山間地域というのは、農業産出額の４割を占める大変重

要な役割を担っているというものでございますが、一方で、都市部

に比べますと、中山間地域ほど人口減少、高齢化が進んでおりまし

て、残念ながら、農業生産活動はもちろんですけれども、農地、水

路の維持保全ですとか生活環境の改善などに必要な地域の協働活動

を行う集落機能、こうしたものが低下をしてきておりまして、食料

の安定供給や国土の保全に資する取組というものに対して非常にマ

イナスの影響が出ている、そういうふうに認識をしてまいりました。  

 したがいまして、国においても、近年、やはりこの中山間地域の

活性化というものを、もう一度しっかりと進めていかなければいけ

ないということで、持続可能な低密度社会の実現ということを軸と

して様々な施策を展開してきたところでございます。  

 本県においては、その中でもいち早く議員提案により、平成 31年

３月に、中山間地域における持続可能な地域社会の形成に関する条

例を定めておりまして、総合的な対策を講じてきているというふう

に承知をしております。  

 やはり、人口減少社会というのは既に現実のものとなってきてい
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る中で、こうした様々な難しい課題もありますけれども、このよう

な大きな変革のときこそ、新しいチャンス、新しいチャレンジ、こ

うしたものが生まれてくる好機と捉えていろいろな手だてを講じて

いく、こうした姿勢が極めて重要であると考えているところでござ

います。  

 中山間地域においては、いわゆる過疎にはもう既になっているけ

れども何かこう活気がある、それがいわゆる、にぎやかな過疎と言

われている地域だと思いますが、全国的にそういった地域が生まれ

てきており、本県においてもそうしたエリアがあるというふうに感

じております。本県においては、まさにこの持続可能な低密度社会

の先進的なモデルづくり、これを目指していくことが重要であると

考えておりますし、また、それは実現可能であるというふうにも考

えております。  

 今後、富山県人口未来構想本部におきまして、定住人口、関係人

口など様々な切り口で議論をし、具体的な対応策について検討して

まいりたいというふうに考えております。  

 なお、既に先行する取組としては、国において令和３年度から本

格的に支援を始めたんですが、農村型地域運営組織というものの形

成に取り組んできているところでございます。地域が支え合い、コ

ミュニティー機能を維持していくための核となるような組織づくり、

こうしたものが極めて重要であると考えておりますが、本県は全国

の中でも積極的に取り組んでいるところでございまして、今年度に

おいては、国や県の支援策を活用して４市１町の７地区で取り組ん

でいただいております。  

 こうした取組を後押ししながら、持続可能な地域社会づくりに向
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けて、まさに地域の実情に寄り添いながら一層の推進をしていける

ように取り組んでまいりたいと考えております。  

○議長（山本  徹）武隈危機管理局長。  

   〔武隈俊彦危機管理局長登壇〕  

○危機管理局長（武隈俊彦）私からは、災害対応検証会議での検証成

果の活用方針などにつきましての御質問にお答えいたします。  

 能登半島地震は、これまでに経験したことない大規模な災害であ

り、発災時の避難所の体制や住民の避難行動など様々な面で課題が

浮き彫りとなりました。  

 こうした課題を踏まえ、県では、先月 28日に災害対応検証会議を

設置し、今般の地震における初動対応や応急対策について、外部有

識者にも御参加をいただき検証することといたしました。また、今

年度の「ワンチームとやま」連携推進本部の連携推進項目に、「災

害対応・危機管理体制の連携・強化」を新たに追加し、各市町村の

発災時の課題や対応等について協議するとともに、各市町村での検

証状況なども情報共有しながら、今後、連携して検証を進めたいと

考えております。  

 県としては、こうした検証成果を教訓として今後の災害対応に生

かしていくこととしており、地域防災計画をはじめ各種計画の見直

しに反映させるとともに、成果を広く県民の皆さんに周知しながら、

県民の防災意識の向上と事前の備えの啓発に努めてまいります。  

 また、国土交通省では、平成 29年度から、市町村が被災後に早期

かつ的確に市街地の復旧・復興を進めるため、復興事前準備の取組

を推進しておられます。復興の体制や手順、復興における目標等を

事前に検討し、地域防災計画等に位置づける取組を促すものでござ
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いまして、県内では高岡市など、検討中のものも含めまして６市が

取り組んでおられます。  

 県としては、市町村に対し、国の支援メニューや先行事例の周知、

共有などを通じまして、今後、事前準備の取組が進むよう努めてま

いりたいと考えております。  

 以上です。  

○議長（山本  徹）田中地方創生局長。  

   〔田中雅敏地方創生局長登壇〕  

○地方創生局長（田中雅敏）私からは、宿泊施設の現状、今後の取組

についての御質問にお答えいたします。  

 本県には、立山・黒部や世界遺産五箇山をはじめとした日本有数

の観光資源や豊かな食材を生かした飲食店、こういったものはある

ものの、県内の宿泊を伴わない場合が多く、観光消費額が伸びにく

いという課題があります。また、御指摘のとおり、令和４年度の本

県の旅館、ホテル営業の客室数は全国下位であります。また、富山

市中心部にはシティーホテルが充実しつつあるものの、５つ星相当

以上のホテルがないことやホテルの多くがビジネスホテルであるこ

となどから、高付加価値旅行者の宿泊滞在地として選ばれにくい状

況にあります。  

 このようなことから、観光消費額を伸ばすための県内宿泊者数の

増加や、観光消費の旺盛な高付加価値旅行者の誘客、滞在につなげ

るため、昨年度、高付加価値旅行者向けホテル誘致検討委員会を設

置いたしまして、有識者から御意見を頂きながら、高付加価値旅行

者向け宿泊施設の誘致を進めているところでございます。  

 県では、観光資源の磨き上げや高付加価値化に取り組むほか、引
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き続き、国内のホテル事業者との情報交換、働きかけ、またホテル

新設に興味を持つ事業者等の相談、県内視察対応を行うなど、高付

加価値旅行者向け宿泊施設の誘致実現につなげてまいりたいと考え

ております。  

○議長（山本  徹）山室商工労働部長。  

   〔山室芳剛商工労働部長登壇〕  

○商工労働部長（山室芳剛）答弁に先立ちまして、一言御挨拶申し上

げます。  

 去る４月に商工労働部長を拝命しました山室でございます。商工

労働行政に誠心誠意取り組んでまいりますので、議員の皆様の御指

導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。  

 私からは、２問頂いたうち、まず人口減少問題の取組についての

質問にお答え申し上げます。  

 人口減少は、消費減、労働者不足など企業の事業活動に重大な影

響を及ぼす課題であり、本県企業の持続的な企業価値の向上の視点

から、若者や女性の就職先に選ばれる企業となるよう経営者の意識

喚起を図っていくことは極めて重要だと考えております。  

 特に本県経済の牽引役である製造業においては、令和３年経済セ

ンサス活動調査によれば、女性従事者の割合が 32.2％と全国平均の

30％を上回るものの、さらに一層の女性活躍が求められるというふ

うに考えております。  

性別に関わらず一人一人が活躍できる職場環境づくりが何よりも

重要でございます。このため県では、富山県女性活躍推進戦略に基

づき、仕事と子育てが両立できる職場環境の整備や男性の育児休業

取得促進など、積極的に企業を支援するとともに、経営者向けセミ
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ナーの開催などを通じて機運醸成を図ってまいりました。今年度も

経営者を対象に、若者や女性に選ばれる企業を目指すセミナーの開

催や、従業員が働きがいを感じられるウェルビーイング経営を周知

するフォーラムを開催することにしております。  

 あわせて、本年３月に改定した富山県ものづくり産業未来戦略に

おいて、女性従業者割合を新たに指標として位置づけ、ものづくり

を担う人材の育成確保にも取り組んでいるところでございます。  

 今後とも経営者層と日常的にコミュニケーションを重ね、人口減

少のキーパーソンであるという意識を喚起し、若者や女性にとって

も魅力ある職場づくりに努めてまいりたいと思っております。  

 次に、障害者雇用の促進についての御質問にお答え申し上げます。  

 県では、これまでも企業の労務担当者を対象とした障害者雇用に

関する理解促進のためのセミナーの開催や、民間コーディネーター

派遣による採用準備から職場定着までの伴走支援、さらには、障害

者と企業の相互理解を促進するため、障害者やその家族、支援者、

企業の労務担当者との交流会の開催など、様々な取組を重ねてきて

おります。  

こうした取組により、県内企業の障害者雇用率は年々着実に改善

し、昨年６月には全体では過去最高の 2.32％と、全国平均の 2.33％

とほぼ同水準となったところでございます。  

 一方で、今年度から法定雇用率の引上げや雇用義務の対象となる

企業規模の引下げにより、法定雇用率の達成が困難となる企業の増

加が懸念されますため、取組の強化が必要であると考えております。  

このため今年度からは、これまでの取組に加え、新たに、ヤング

ジョブとやまの専門コーディネーターが新規採用された障害者や採
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用企業の担当者を訪問し相談対応を行うなど、きめ細やかな就職後

の職場定着支援を始めたところでございます。  

 こうした施策の推進に当たっては、県と富山労働局の共催による

富山県障害者雇用推進会議において定期的に経済団体や障害者支援

団体と意見交換を行っておりまして、今後とも関係機関と緊密に連

携しながら障害者雇用の推進に積極的に取り組んでまいります。  

 以上でございます。  

○議長（山本  徹）南里経営管理部長。  

   〔南里明日香経営管理部長登壇〕  

○経営管理部長（南里明日香）私からは、公共施設等の管理や有効活

用についてお答えいたします。  

 昨年度の包括外部監査において、人口減少、少子高齢化が進む中

で、公共施設等の再編を本格的に議論する時期に来ていると指摘が

されたことについては、真摯に受け止めております。  

 議員から利用予測を踏まえた施設の絞り込みの必要性の指摘もご

ざいましたが、令和４年度に実施いたしました県有施設ファシリテ

ィマネジメント基礎調査でもまとめたとおり、行政庁舎については、

職員数や将来人口当たりの規模、適当な配置や担当地域の妥当性も

踏まえた検討の必要性、公共施設については、今後の人口減少に伴

う利用率の低下により、施設の在り方、運営の効率化、市町村施設

との機能分担の検討の必要性があると認識しております。  

 これらの課題に加えまして、能登半島地震を契機にいたしまして、

現在、建築物の耐震性能や設備機器のバックアップ体制など、施設

の耐災害性の検証もしているところでございます。さらに、テレワ

ークも含めた職員の働き方改革や職場環境の改善が必要であること
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から、先行するほかの県庁舎の執務環境や民間オフィスの視察や研

究を進めておりまして、より多面的な視点で検討してまいります。  

 公共施設等の管理や有効活用には、かつてないマネジメントが求

められておりまして、民間の知見を取り入れることも重要でござい

ます。例えば、県庁周辺エリアの活性化の取組では、経済同友会主

催の懇話会で知事に提案のあったアイデアコンペの実施を検討する

ほか、民間とも情報共有して、人々の交流が活発に行われることで

県全域を活性化させる地域となるよう努めるなど、民間とも連携し

て取り組んでまいります。  

○議長（山本  徹）津田農林水産部長。  

   〔津田康志農林水産部長登壇〕  

○農林水産部長（津田康志）私からは、農業ＤＸの推進についての御

質問にお答えいたします。  

 県では、令和４年３月に富山県スマート農業推進方針を策定し、

スマート農機の実用性検証や導入支援等によりスマート農業の普及

を図るとともに、スマート農業普及センターにおける研修などを通

してデジタル技術を活用できる人材育成に努めております。その結

果、田植機や農業用ドローン等のスマート農機や自動給水栓、経営

管理システム等の導入件数は、着実に増加しております。  

 一方、農業従事者の減少、生産資材の高騰など農業を取り巻く環

境は一段と厳しさを増しており、課題解決に向けては、デジタル技

術の導入や活用を加速化し、生産性の高い営農環境を整える必要が

ございます。  

 このため県では、今年度から新たに農業ＤＸ推進事業を立ち上げ、

圃場でロボット農機がより高精度で自動走行できる通信環境の整備
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や、そのシステムが利用できる農機の導入支援、複数の施設園芸内

の栽培環境データを自動収集、分析し、オープンデータとして誰も

が活用できるデータ連携クラウドの構築など、生産現場の取組状況

などに応じた支援を行うこととしております。  

 また、食料の安定供給の確保や農業の持続的な発展という観点か

らは、御指摘のとおり、生産現場だけではなく、流通、消費、行政

等を含めた一連のシステムの中で、デジタル技術の活用を高度化し

農業経営を変革することが求められております。  

 現在、国会ではスマート農業技術の活用促進を図るための法律案

の審議が行われておりますが、県としても、その動向を注視しなが

ら、スマート農業の技術の実装はもとより、デジタル人材の確保、

データ利活用の推進など、本県の実情に応じた農業ＤＸを推進して

まいります。  

 以上でございます。  

○議長（山本  徹）牧野企業局長。  

   〔牧野裕亮企業局長登壇〕  

○企業局長（牧野裕亮）答弁に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げ

ます。  

 去る４月１日付で企業局長を拝命した牧野でございます。もとよ

り微力ではございますが、公営企業の運営を通じまして県政の発展

のために誠心誠意努力してまいります。議員の皆様の御指導、御鞭

撻をよろしくお願い申し上げます。  

 それでは、公営企業の今後の経営方針についてお答えいたします。  

 近年の公営企業を取り巻く経営環境は、人口減少や施設の老朽化、

頻発する災害などにより厳しさを増しており、カーボンニュートラ
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ルやＤＸの推進などの新たな社会的要請等にも応えていくことが必

要となっております。また、昨年７月の豪雨災害や本年１月の能登

半島地震の発生により、施設の強靱化や老朽化対策が喫緊の課題で

あることが改めて認識されたところでございます。  

 こうした環境変化に対応するため、企業局では、議員からも御紹

介いただきましたが、経営戦略を策定しており、中長期的な視点で

新たな社会的要請等を踏まえた見直しや改革を進め、経営に取り組

んでいくこととしております。  

 まず、電気事業では、老朽化した水力発電所のリプレースに取り

組み、最新技術の導入により発電効率の向上を図って電力量の増加

やＣＯ２の削減につなげてまいります。さらに、バイナリー方式に

よる地熱発電の可能性を探るなど、再生可能エネルギーの拡大を目

指してまいります。  

 水道・工業用水道事業では、施設の強靱化や老朽化対策の強化の

ため、毎年の投資額を大幅に増額して耐震適合性のない管路等を優

先的に更新してまいります。加えて、より効率的で持続可能な事業

へ転換を図るため、漏水検知技術の開発などＤＸを活用した維持管

理システムの構築に取り組むほか、人口減に対応した施設のダウン

サイジングを県西部４市と連携して検討してまいります。  

 今後とも、企業局といたしましては、社会の変化に機敏に対応し

ながら必要な見直しや改革に努め、県民生活や県内産業を支えるこ

とができるよう、引き続きしっかりと経営に取り組んでまいります。  

 以上でございます。  

○議長（山本  徹）金谷土木部長。  

   〔金谷英明土木部長登壇〕  
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○土木部長（金谷英明）答弁に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げ

ます。  

 去る４月１日付で土木部長を拝命いたしました金谷でございます。

もとより微力でありますが、本県の土木行政の推進に、楽しくそし

て全力で取り組んでまいりますので、議員の皆様方の御指導、御鞭

撻を賜りますようよろしくお願いいたします。  

 それでは、物価の高騰や人件費の上昇、及び昨年夏の豪雨災害に

ついての御質問にお答えをいたします。  

 公共工事の進捗状況につきましては、例えば５月末時点の土木部

発注工事の入札について不調・不落の発生率を比較いたしますと、

昨年の 7.9％に対し今年は 4.8％となっております。現時点では公共

工事への明確な影響は見られないものの、建設業を取り巻く厳しい

環境変化にも対応して公共工事を計画的に進めていく必要があると

考えております。  

 このため、資材単価につきましては昨年７月から毎月見直しを実

施しておりますほか、労務単価につきましては、国と同様、毎年見

直しをしておりまして、今年３月には主要な職種におきまして平均

約６％引き上げているところでございます。さらに、発注後の急激

な変動に対しましては、スライド条項を適用し適正な工事価格とな

るよう変更契約を行っております。  

 一方、時間外労働への対応など働き方改革を推進するため、ＩＣ

Ｔ活用工事や遠隔臨場、それから情報共有システムの導入等を、建

設関係団体等とも連携しながら現場の生産性の向上に取り組むとと

もに、週休２日工事や余裕期間制度なども積極的に活用してまいり

ます。  
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 また、昨年６月から７月の豪雨では、県の公共土木施設 146か所

が被災し、本年５月末時点で約 85％の 124か所で工事を発注してお

り、うち 20か所が完成し 104か所は年度内の完成を見込んでいると

ころでございます。残る 22か所につきましては、隣接箇所の進捗状

況などを踏まえまして順次発注する予定であります。来る出水期は

応急的な対応で迎える箇所もございまして、重要水防箇所と位置づ

けており、大雨時には特に留意をすることとしております。  

 引き続き、建設資材の単価や人件費の動向を注視し、発注箇所の

早期復旧に努めるとともに、県内の社会資本の整備を着実に進めて

まいります。  

 以上であります。  

○議長（山本  徹）有賀厚生部長。  

   〔有賀玲子厚生部長登壇〕  

○厚生部長（有賀玲子）私からは、介護の現場の状況と人材の確保に

ついてお答えいたします。  

 県内の介護事業者の多くが人材不足を感じており、介護人材の不

足等により人員配置基準違反とならないよう入所者の受入れを制限

している施設もあるということで、介護人材の確保、定着に向けた

取組が急務であると認識しております。  

 このため県では、小学生、中学生、高校生など若い世代への働き

かけに加えまして、地域からの介護人材の掘り起こしや参入の促進、

外国人介護職員のマッチングから定着までの一体的なサポート体制

の構築など、介護職員の離職防止、定着促進や、元気高齢者・外国

人など多様な人材の参入促進に積極的に取り組んでおります。  

 一方、生産年齢人口が減少し介護人材の確保が厳しさを増す中で、
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介護現場の生産性向上の推進が一層重要となっております。昨年度

のとやま介護テクノロジー普及・推進センターの利用状況は、相談

件数が 658件、来場者数が 1,862人となっておりますが、今年度は、

相談から導入補助までワンストップでの支援体制を整備したほか、

ＤＸ化に必要な通信環境の整備等を支援するなど、介護現場の生産

性向上やＤＸの推進に積極的に取り組み、働きやすく魅力ある職場

づくりの実現を支援してまいります。  

 私からは以上です。  

○議長（山本  徹）竹内生活環境文化部長。  

   〔竹内延和生活環境文化部長登壇〕  

○生活環境文化部長（竹内延和）答弁に先立ちまして、一言御挨拶を

申し上げます。  

 去る４月１日付をもちまして生活環境文化部長を拝命いたしまし

た竹内でございます。所管の生活、環境、文化、スポーツ、諸課題

に全力で取り組んでまいります。引き続き議員の皆様方には御指導、

御鞭撻をお願い申し上げます。  

 それでは、ツキノワグマに係る人身被害の防止についての御質問

にお答えをいたします。  

 県では、昨年度の熊による深刻な人身被害を踏まえまして、本年

度予算におきまして、熊出没件数が多い地域における緩衝帯整備や

電気柵設置への支援、河川の伐木や草刈りなどの生息環境管理の実

施に加えまして、市町村が取り組む熊対策への補助について放任果

樹の除去やパトロール経費の補助上限額を撤廃するなど、人身被害

防止対策を強化しております。  

 また、国におきましても、昨年度、全国的に熊類による人身被害
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が過去最悪となったことを踏まえまして、御質問にもございました

が、本年４月、指定管理鳥獣に熊類を追加しております。これによ

りまして、国の指定管理鳥獣捕獲等事業交付金が、熊類の調査、出

没防止対策、人材育成、そして捕獲など、熊被害の防止対策にも活

用可能となる方向であると承知しておりますが、詳細な交付要綱等

はこれから示されるということでございます。  

 そして、イノシシやニホンジカの例でございますけれども、この

過去の例によれば、捕獲等へのこの交付金の活用に当たっては、そ

の旨が都道府県の管理計画に記載されることが条件となっておりま

して、熊につきましては新しく決定されたことでございますので、

本県の現行の管理計画には記載がございません。本県の現行の計画

は、計画期間が令和４年度から８年度というふうになっておりまし

て、従来のスケジュールでは令和８年度末の改定を想定して、それ

に向けて今年度、改定の基礎資料となる熊の生息状況調査を実施す

るなど作業を進めてきたところでございます。  

そのため、国に対しましては、計画改定前でも交付金活用が可能

となるような弾力的な運用を要望しております。これにつきまして

は、去る６月５日にも県議会厚生環境委員会の澤﨑委員長、そして

大井副委員長にも環境省に対し要望をいただいたところでございま

すけれども、仮に、この要望がかなわない場合に備えまして、一旦、

部分的な改定を先に行うことも検討しております。  

 今後は、交付金の早期活用を図るとともに、引き続き国、市町村、

関係機関等と連携し、熊による人身被害の未然防止に取り組んでま

いります。  

 以上でございます。  
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○議長（山本  徹）石井警察本部長。  

   〔石井敬千警察本部長登壇〕  

○警察本部長（石井敬千）答弁に先立ちまして、鹿熊議員からも御指

摘のあった現職警察官の建造物侵入窃盗事件につきましては、あっ

てはならない事案でありまして、県民の皆様に深くおわび申し上げ

ます。  

 それでは、新警察署の整備スケジュールについてお答えいたしま

す。  

 高岡及び砺波エリアの新たな警察署の整備については、民間活力

導入可能性調査の結果も踏まえつつ、小規模警察署の脆弱性解消や

災害時の事案対処能力向上を早期に図るなどの観点から、民間活力

を導入した場合よりも１年半から２年弱程度整備期間の短縮が見込

める従来方式で整備を進めることといたしました。  

 今後は、既に建設地の用地交渉がまとまり、本年度当初予算で土

地造成設計業務を実施している砺波エリアから先行して整備するた

め、本定例会に砺波エリア警察署新築工事基本設計費を上程させて

いただいております。これをお認めいただければ、速やかに設計業

者の選定手続に入り、その後も順調に進めば、令和８年度中に建設

工事に着手、同 10年度中に竣工を予定しております。  

 また、高岡エリアにつきましては、建設予定地の高岡西部中学校

の移転後、令和９年４月を予定していると承知しておりますが、こ

の後に校舎解体など各種工事を進めていくことになります。ただ、

このたびの民間活力導入可能性調査では、建設業界の人手不足など

の情勢から、２警察署同時ではなく個別の施工が望ましいとの意見

が多くあったことから、砺波エリアの建設完了後速やかに高岡エリ
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アの建設に着手し、可能な限り早期の竣工を目指してまいります。  

 なお、新警察署の完成まで一定の期間を要することから、建設予

定地が決まっていない県東部も含めて、再編対象警察署の署員に兼

務をかけて初動対応力を強化するブロック運用を拡大することで、

新たな庁舎の完成を待たずに強靱な組織体制の整備に努めてまいり

ます。  

○議長（山本  徹）廣島教育長。  

   〔廣島伸一教育長登壇〕  

○教育長（廣島伸一）答弁に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げま

す。  

 去る４月１日付で教育長を拝命しました廣島でございます。議員

の皆様には、引き続き御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い申し上

げます。  

 それでは、デジタル人材の育成に関する御質問にお答えをいたし

ます。  

 昨年度の国の補正予算で、文部科学省では、デジタルなどの成長

分野を支える人材育成の強化のための高等学校ＤＸ加速化推進事業

といたしまして、情報、数学などを重視するカリキュラムを実施し、

ＩＣＴを活用した探究的、文理横断的な学びの強化を図る学校が必

要といたします環境整備への支援制度を設けられました。  

 去る４月に県内の県立高校では６校が事業採択され、各高校にお

いては、例えば、統計的分析による地域課題の発見、解決などの探

究的活動の充実、高性能ＰＣとモデリングソフトウエアを使用し災

害の影響を可視化するなどの高度なシミュレーションの実施、また、

３Ｄプリンターを活用したデジタルものづくりのスペシャリストの
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育成、こうした取組を計画しているところでございます。  

この事業では、こうした取組に必要な設備整備費や外部の専門人

材の招聘に要する経費などに支援を受けることができますほか、近

隣大学と連携した研修や出前授業の実施に要する経費も支援対象と

されております。  

 それぞれの採択校の取組につきましては、今後、他の県立学校が

ＩＣＴを活用した探究的な学びをさらに深める参考となりますよう、

ウェブページで事業計画やその経過を適宜発信しますほか、富山大

学と合同で開催しておりますとやま探究フォーラムなどの場で成果

を発表する予定としております。また、教員向け各種研修の機会な

どに、これは私立高校の情報なども含めまして情報交換するなど、

取組の横展開を図ってまいりたいと考えております。  

 こうした取組を進めまして、生徒の皆さんがＩＣＴを適切かつ効

果的に活用し、問題を発見、解決していくために必要な資質、能力

が身につくよう教育の充実に努めてまいります。  

 以上になります。  

○議長（山本  徹）以上で鹿熊正一議員の質問は終了しました。  

 暫時休憩いたします。  

 午前 11時 47分休憩  

 

 


